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医療介護政策の方向性 



 2025年に向けた医療・介護の方向性 

2025年:団塊世代のすべての人が75歳以上の後期高齢者になる 

グループホーム・特養・有料老人ホーム 

訪問診療・訪問看護・訪問介護 

空き家活用にビジネスチャンス 



 2025年に向けた医療・介護の国策は地域包括ケアシステム 

時々入院・ほぼ在宅 

自立支援 

自助(自費):10% 
互助(ボランティア):わずか 
共助(保険料):50% 
公助(税金):40% 

■さまよえる老人問題 
地域で入院できる病院がない 
→離れた地域で入院 
→退院して地域に戻ろうとしても受入
れ体制がない 
→さらに遠くの特養等に入居 



高齢者見守り 
遠隔医療 

患者情報共有 
(家族の安心) 

ICTを活用した在宅医療・介護のイメージ 



高齢化の進展に伴い外来受診から訪問診療へのシフトは鮮明 
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2025年頃には採
算ライン(医師1人
当たり患者40名)
を割る 



遠隔医療 



厚労省HPより 



 遠隔診療のメリット 

• 医師 
– 診療数の増加 
– 診療効率化 
– 在宅診療における移動時間削減  
– 集患数の向上 
– 保険診療以外の収益化 

• 患者 
– 地理的要因に左右されない受診機会の提供 
– 慢性疾患や生活習慣のコントロール改善 
– 医師とのコミュニケーションの向上 
– 通院時間の削減(平日に休暇を取らなくて済む) 

• 社会 
– 予防医療による健康寿命の延長 
– 対面に要するコスト削減に伴う医療費削減 
– 社会全体の健康リテラシー向上 
– 生体モニタリング情報量増加による研究開発促進 
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月1回は実際に訪問して対面により診療を実施 
その後、週1回程度、スマートフォンやテレビ電話等を利用して診療 

診療内容・スケジュールの選択 

スマートフォン、テレビ電話等を使用して問診 医師が診療を行い、処方箋を出す 

薬の配達 

初回(月1回)は対面による訪問診療 
再診から遠隔診療を利用 

診療所 患者様宅 

訪問 

遠隔 

実際には、週1回程度訪問している看護師
がタブレットを使って医師と連絡 



• 診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本

であり、遠隔診療は、あくまで直接の対面診療を補完するものとして行う

べきものである。 

• 医師法第２０条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他

手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診

断を下し得る程度のものをいう。したがって、直接の対面診療による場合

と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関

する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師

法第２０条等に抵触するものではない。 

 

(資料)平成27年8月10月付事務通達 

 遠隔医療に関する基本的考え方(事務通達から抜粋) 
遠隔診療が医師法上の「診察」に該当することが明言された 

医師法20条 
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若し
くは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生
証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしな
いで検案書を交付してはならない 



(1)初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によること。 

(2)直接の対面診療を行うことができる場合や他の医療機関と連携することに
より直接の対面診療を行うことができる場合には、これによること。 

(3) (１) 及び (２) にかかわらず、次に掲げる場合において、患者側の要請に基
づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合
わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこと。 

ア 直接の対面診療を行うことが困難である場合 (例えば、離島、へき地の患者
の場合など往診又は来診に相当な長時間を要したり、危険を伴うなどの困難
があり、遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難な者に対し
て行う場合) 

イ 直近まで相当期間にわたって診療を継続してきた慢性期疾患の患者など病
状が安定している患者に対し、患者の病状急変時等の連絡・対応体制を確保
した上で実施することによって患者の療養環境の向上が認めれる遠隔診療
（例えば別表に掲げるもの）を実施する場合 

(資料)平成27年8月10月付事務通達 

遠隔医療に関する基本的考え方(事務通達から抜粋) 
遠隔診療として記載されている事例は単なる例示であることが明記された 



(資料)平成29年12月8月新しい経済政策パッケージ 

 政府の「新しい経済政策パッケージ」において 
遠隔診療の診療報酬上の評価が明記された 



 平成30年度診療報酬改定 



 平成30年度診療報酬改定 

算定要件が面倒なことは厚労省も分かっているが、 
まずは導入することを優先した 



 平成30年度診療報酬改定 

再診料720円→オンライン診療料700円 
          ＋オンライン医学管理料1,000円 



 平成30年度診療報酬改定 

在宅訪問月1回の軽い患者向けに 
オンラインでフォローすれば＋1,000円 



 平成30年度診療報酬改定 

睡眠時無呼吸症候群 



 ICTを活用した遠隔からの死亡診断が可能になった 



 ICTを活用した遠隔からの死亡診断が可能になった 



 注目の遠隔医療関連企業 

 ポート 

 2011年設立。人材採用支援事業で業容を拡大 

 大学や行政と連携して、遠隔医療のエビデンス確立に向けた取り組みを推
進 
 東京女子医科大学:都市部での遠隔医療の有用性を実証するため、高血圧患者を対象
に1年の臨床研究を実施 

 宮崎県日南市:無医地区問題を解決する医療モデルの構築を目指す 

 MRT&オプティム 

 2000年設立の、東大医学部発医療ベンチャー。医師紹介事業で業容を拡大
させ、2014年マザーズ上場 

 医師ネットワークを活かし遠隔医療「ポケットドクター」を開始、技術はオプ
ティムが提供 

 現在、クリニック500ヵ所以上に導入されている 

 情報医療 

 2015年設立。オンライン診療「クロン」は全国のクリニック500ヵ所に導入 

 AIを活用したCT・MRI画像の読影や健康診断による疾病予測等に取り組む 

 



(資料)平成30年5月24月付メデイファックス 

 「1億総活躍社会の構築に向けた提言書」の中に 
次回診療報酬改定でのオンライン診療のさらなる評価が盛り込まれた 



(資料)平成30年5月25月付メデイファックス 

 超音波診断装置による胎児の心臓動画の遠隔診断により 
先天性心臓病を発見(近畿大病院小児科) 



(資料)平成30年6月5月付メデイファックス 

 安倍首相もオンライン医療の本格展開に向けた服薬指導に関する 
規制緩和等に積極的姿勢→骨太の方針2018に明記される見込み 



高齢者見守り 





見守り支援機器(介護施設) 

転倒の早期発見等 

身体の異常を発見 

厚労省資料より 



2025年には要介護者が現在の約1.3倍に増加 

2015年 2025年 

65歳以上人口 3,395万人 3,657万人 

75歳以上人口 1,646万人 2,179万人 

要介護者 608万人 773万人 

認知症高齢者 500万人 700万人 

65歳以上単独世帯 6,008世帯 7,007世帯 



一方、介護人材の需給ギャップは2025年に約38万人 

2025年度における介護人材の 
需要見込み 

253.0万人 

現状推移シナリオによる2025年度
における介護人材の供給見込み 

215.2万人 

需給ギャップ 37.7万人 

厚生労働省 平成27年6月24日付資料 



 「日本再興戦略2016」でロボット・センサーを活用した 
介護の質・生産性向上が明記された 



 「未来投資会議」でも見守りセンサーやロボットによる 
介護者の負担軽減の必要性がうたわれた 



(資料)平成29年12月8月新しい経済政策パッケージ 

 政府の「新しい経済政策パッケージ」において 
介護のICT化、ロボット・センサーの介護報酬上の評価が明記された 



 見守り機器導入により介助時間が短縮化 

診療報酬改定に向けた中医協での調査 



 平成30年度介護報酬改定 



 特別養護老人ホーム(特養)とは 

 入居基準 
 要介護3以上、65歳以上、医療的処置(常時点滴や胃ろう・経管栄養、気管切開等)
が必要ない(医師が常勤していない) 

 要介護3以上、40～64歳、特定疾患(末期がん、筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾
患等) 

 サービス内容 
 食事:家族と同等の内容 
 入浴:週2回が施設側の義務 
 排泄介助 
 リハビリ:自立支援を目的としたメニュー 
 買い物代行 

 特養の約7割は看取りを実施 
 基本的には看取りまで入居可能 
 ただし、３ヵ月を超える入院が必要になった場合、認知症が悪化し周りの入居者や
職員に暴力や迷惑を及ぼしてしまう場合等は退去を求められることもある 

 特養のメリット 
 費用が安い(月間10万円程度、半額相当が医療費控除対象) 
 看取りまで入居可能 
 24時間介護が受けられる 

 特養のデメリット 
 要介護3以上でないと入居できない 
 医療体制は弱い 

入居基準が厳しくなり特養待ちの人が減少 



(資料)平成30年5月29月付メデイファックス 

 特別養護老人ホームでの動作ロボットやセンサーの活用事例 



 まとめ 

 平成30年度診療報酬・介護報酬改定において、オンライ
ン診療、見守りセンサーについて点数がついた 
 

 オンライン診療は「当初6ヵ月間、その後も3ヵ月間隔以内
での対面診療」、見守りセンサーは「特別養護老人ホーム
のみで人員配置緩和もわずか」と、効果は限定的である
が、風穴を開けた意義は非常に大きい 
 

 国としても、医療費・介護費抑制、人材不足対策の観点
から、ICTやセンサー、ロボットの活用には積極的 
 

 ICT、センサー、ロボット、AIは、医療と介護の世界にパラ
ダイムシフトをもたらす可能性が高い 


